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平成３１年１月３１日 

新 潟 市 長  

中 原 八 一 様 

新潟市消費生活審議会 

委員長  澤田 克己  

「新潟市消費生活推進計画・新潟市消費者教育推進計画」 

の二次改定について（答申） 

本審議会は，平成３０年７月２６日付新消費セ第２０７号で諮問を受けた「新潟市

消費生活推進計画・新潟市消費者教育推進計画」の二次改定について，本日まで計３

回の会議を開催し，議論に必要な詳細情報を求め，自由な意見を述べ合い議論しまし

た。 

また，市民からの意見を反映させるためのパブリックコメントの結果なども踏ま

え，慎重に審議を重ねた結果，示された計画案に若干の修正を加えたうえで，諮問の

内容については，別紙「新潟市消費生活推進計画・新潟市消費者教育推進計画（二次

改定）」（案）を適当と認めます。 

引き続き，計画に沿った施策や事業を着実に進め，消費者行政の推進に取り組まれ

ることを期待します。 


